
議案第１２号  

都市計画道路白岡宮代線の高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線

上における橋桁架設工事に関する変更基本協定の締結について  

次のとおり変更基本協定を締結することについて議決を求める。  

１ 協 定 名  都市計画道路白岡宮代線の高速自動車国道東北縦貫

自動車道弘前線上における橋桁架設工事に関する基本

協定  

２ 工事委託場所  白岡市千駄野地内  

３ 協 定 期 限  令和５年１２月２８日  

４ 変更協定期限  令和６年８月３０日  

５ 変更協定金額  ８５１，２１３，０００円  

（２１１，９２６，０００円増）  

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ７７，３８３，０００円）  

６ 協定の相手方  埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１－２０  

東日本高速道路株式会社関東支社  

支社長  千田 洋一  

 

令和５年２月１６日提出  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

提 案 理 由  

都市計画道路白岡宮代線の高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線上に

おける橋桁架設工事に関する変更基本協定を締結したいので、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

この案を提出するものである。  

 



位 置 図
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工事委託場所



１ 工事委託の変更理由 

 本工事は、東日本高速道路株式会社関東支社と令和３年４月３０日に

基本協定を締結し、令和５年秋の橋桁架設を目指し工事の進捗を図って

おります。 

 この架設工事に当たり、市、東日本高速道路株式会社関東支社及び施

工業者であるＪＦＥエンジニアリング株式会社と設計内容や施工方法に

ついて詳細な協議を重ね、その結果として期間の延長及び増額が必要と

なったものです。 

 

２ 期間延長の理由 

 令和５年秋の架設を予定し、その後、令和６年３月末にコンクリート

の打設などの工事を終える予定となったため、当初の基本協定書の期限

内で完了することが難しく、また、精算などの事務手続きに時間を要す

ることから、協定の期限を令和６年８月３０日までとするものです。 

 

３ 増額の理由 

⑴ 資材の物価高騰によるもの。 

⑵ 労働基準監督署の指導により、架設重量の見直しが必要になったこ

とによる、大型クレーンの機種の変更が生じたことによるもの。 

⑶ 大型クレーンの重量が増えたことにより、地盤改良の強度の増加及

びアームが長くなったことによる範囲の増加によるもの。 

⑷ 今後のメンテナンスを考え、鉄製の点検通路から繊維強化プラスチ

ック（ＦＲＰ）製点検通路へ変更したことによるもの。 

⑸ 高速道路の通行止めに伴う費用の他に、車線を規制する必要が生じ

たことに伴う規制費の追加によるもの。 

⑹ 事務費の増額によるもの。 

 

P.3 



P.4



P.5



本協定の施工範囲は、鋼桁製作から桁架設、床版及び

高欄の築造までとなります。

アスファルト舗装や歩道部中詰めコンクリートなどは

別途工事となります。
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点検通路（材質変更）
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